
 平成２９年度第１回みきっ子未来応援協議会 次第     

                       

                      日時： 平成２９年８月１日（火） 

                          午後７時 から 

                      場所： 市役所５階 大会議室 

 

１ 開会  

２ あいさつ  

３ 会長あいさつ   

４ 委員紹介   

  

５ 議事  

（１）報告事項  

①平成２９年度の重点事業・新規事業について【資料１】 

 

 

   ②上の丸保育所及び三木幼稚園の対応について【資料２】 

 

 

（２）協議事項 

①子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について【資料３】 

 

 

②部会における協議事項について【資料４】 

 

 

 

 

 

  

６ その他    

 

 

 

７ 閉会            

 



 

 

  

 

平成２９年度の重点事業・新規事業について 

 

 １  ３～５歳児の保育料の完全無償化と０～２歳児の  

保育料の半額減免（所得制限なし）・・・・資料なし  

 ２  小規模保育施設の開設・・・・・・・・・・Ｐ１  

 ３  一時預かり保育サービス開始・・・・・・・Ｐ２  

 ４  子育て支援団体活動促進事業補助・・・・・Ｐ３  

 ５  地域の公園遊具等の整備・・・・・・・・・Ｐ４  

６  多世代交流施設の整備（継続事業 ) ・・・・Ｐ５  

 ７  新生児聴覚検査の助成・・・・・・・・・・Ｐ６  

【資料１】  



施　設　名 施設区分 所　在　地 電話番号 設置主体 開設年月日

1 リ ト ル エ ン ゼ ル 小規模保育施設
〒673-0402
　加佐２３７－６

82-3221 (社福)釜城会 H29.4.1

2 神 和 ひ ま わ り ル ー ム 小規模保育施設
〒673-0403
　末広１丁目８５－４

82-6800 (社福)神和福祉会 H29.6.1

3
小 規 模 保 育 所
ひ ろ の 保 育 園

小規模保育施設
〒673-0541
　志染町広野１丁目１９９

70-7013 (社福)しじみ福祉会 H29.6.1

4 さ く ら ん ぼ 保 育 園 小規模保育施設
〒673-0433
　福井３丁目１８８６－１

83-3824 (社福)羽場福祉会 H29.6.1

5
小 規 模 保 育 所
え び す ガ ー デ ン

小規模保育施設
〒673-0423
　宿原１２６５－２０２

82-3237 (社福)えびす福祉会 H29.6.1

6 ポ リ ー キ ッ ズ ル ー ム
事 業 所 内
保 育 施 設

〒673-0534
　緑が丘町本町１丁目２３８－１
　世良田ビル２F

87-1888 ﾎﾟﾘｰﾗｲﾌｹｱｻｰﾋﾞｽ(有) H29.4.1 19

定員

三木市小規模保育施設等設置状況　（Ｈ２９）

19

19

19

19

19

Ｐ
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三木市では、子育てしやすいまちづくりのため、一時的にお子さまをお預かりする

保育サービスを行っています。病院や美容院へ行きたい、  

ちょっと一人でゆっくりしたい・・・理由は何でもＯＫ !！  

どうぞお気軽にご利用ください。  

 

  実施日   毎週  火曜日  13：00～16：00 

          金曜日   ９：00～12：00 

         (※祝日・年末年始は除く ) 

  場  所   三木市立児童センター（プレイルーム）  

       三木市福井 1933-12（三木市立教育センター１階）  

 対  象   市内在住の生後６ヶ月から就学前のお子さま  

♡定員♡  ６名（先着順）  

♡料金♡  乳幼児一人あたり  １，０００円／回  

 利用の手続き    ①登録⇒②利用申込の順に手続きしてください。  

♡①登録♡    利用日の前日までに窓口で手続きをしてください。  

         受付時間：午前９時～午後５時（土日祝除く・電話受付不可）  

         持ち物：お子さんの生年月日を証明できるもの  

♡②利用申込♡  利用日の１週間前～前日まで（土日祝除く）  

        受付時間：午前９時～午後５時（先着順・電話申込可）  

♡登録・申込場所♡   三木市立教育センター２階  正面窓口  

お申込み・お問合せ  

0794-83-2020 
（内線 225）  

三木市教育委員会こども未来部  
子育て支援課  一時預かり保育担当   

 

TEL 

Ｐ２  

http://www.irasutoya.com/2013/12/blog-post_5119.html


平成２９年６月１日発行  

 

平成29年度 三木市 子育て支援団体 活動促進事業 補助金 

 

子育てが楽しいまちづくりを推進するため、主に在家庭（保育所などに通わせず、家庭

で保育している）の就学前乳幼児とその保護者を対象とした子育て支援団体の事業に対し

て、活動経費を助成します。 

補助対象になるのはどんな活動？  

本の読み聞かせや人形劇などを通じた親子のふれあい事業や、子育て中の

悩みや相談のできる居場所の運営など、子育て支援を目的とした活動です。

年間（４/１～３/３１）に 12 回以上の継続的な活動を行うことが条件と

なります。 

補助金の対象となる経費って？  

 一事業につき上限１０万円を補助  

❖物品購入…用紙・筆記具・制作用の材料等の消耗品代など 

❖講師謝金…講演会など外部の講師を招いて子育てに関する勉強会など 

を開催した時の講師や出演者への謝礼など 

❖会場使用料…子育て支援活動のための公民館などの使用料 

❖印刷代……事業実施に必要なチラシやポスター・交流紙の印刷 

活動記録写真の印刷など 

※詳しくは「三木市子育て支援団体活動促進事業補助金交付要綱」「三木市子育て支援団体活動促進

事業補助金 応募のしおり」をご覧ください。 

申請方法は？  

❖申 請 先  子育て支援課（教育センター２階）窓口に提出してください。 

申請書は子育て支援課や各公民館に設置しています。 

❖申請開始日 平成２９年６月１日から受付します。 

 なお、予算の上限に達した時点で終了させていただきます。 

❖受付時間  月曜～金曜  午前８時３０分～午後５時（祝・年末年始除く） 

提出・お問い合せ先  

 

三木市教育委員会こども未来部 子育て支援課（教育センター２階） 

☎：0794-83-2020（内線 225） Fax：0794-82-5881 

E-mail：kosodate@city.miki.lg.jp 

Ｐ３  



事業の概要 幼保一体化計画の見直事業 
（目的）入園児童と在家庭保育の支援のバランスを確保するため、地域の公園遊具等を整備し、安全な遊び場を確保します。 
（内容）地域の公園遊具等の修繕および更新等の整備を行います。 

事業費 ：３，２００万円 事業名 公園維持補修事業  （まちづくり部道路河川課） 

老朽化した遊具の修繕・更新 

安全な遊び場 

Ｐ
４

 



 子どもと保護者を中心に、子どもから高齢者までの多世代が交流しながら共生するまちづくりを進めます。 
 子育て世代やシニア世代が、世代や分野を超えたさまざまな人との出会い、ふれあいを通じて、気軽に声を掛け合いコミュ
ニケーションできる場となるよう、三木山総合公園に大型複合遊具などを整備し、まちのにぎわいづくりの拠点とます。 
  

健康遊具 大型複合遊具 

事業費：１億２，０００万円 事業名  三木市多世代交流施設整備事業 

陸上競技場 野球場 屋内プール 三木市立三木山総合公園 
三木山総合体育館 

Ｐ
５

 



（平成 29年 4月 1日開始） 

 

 

 

― 新生児聴覚検査の費用の全額を助成します― 

 

 

【 対 象 者 】 三木市の住民で平成 29年 4月 1日以降に生まれた児 

（出生日、検査日、申請日において三木市の住民である児が対象） 

【 実施時期 】 入院中など生後間もない時期  

※必要に応じて生後６か月までに受けた検査費用を助成 

【助成額】  検査に要した費用の全額 

 

【 助成方法 】 ※出産及び検査をされる医療機関によって助成方法が異なります。 

①下記の医療機関で出産・検査を 

される場合 
 

《助成券が使用できる医療機関》 

北播磨総合医療センター（小野市） 

小野レディースクリニック（小野市） 

わかば・産婦人科（小野市） 

うつのみや産婦人科医院（西脇市） 

なでしこレディースホスピタル（神戸市西区） 

ひなた助産院（神戸市西区） 

奥産婦人科（加古川市） 

『新生児聴覚検査費助成券』を医療機関に 

提出すると、医療機関窓口での支払は不要です。 

 

 

  

②その他の医療機関で出産・検査を

される場合  

 

検査費用は医療機関窓口では一旦自費支払とな

りますが、後日申請により検査にかかった費用を

返金します。（償還払い） 

手続きに必要なものを準備し出生後 1 年以内に 

健康増進課又は吉川支所健康福祉課にお越しく

ださい。 

《償還払いの手続きに必要なもの》 

母子健康手帳、新生児聴覚検査費の領収書及び明細書 

助成券、印鑑、振込先が確認できるもの（預金通帳等） 

 

③出産した医療機関で 

検査を実施していない場合 

一部医療機関では新生児聴覚検査を実施してい

ない場合があります。検査を希望される場合は、

健康増進課までご相談ください。 

 

検査費用の助成 

Ｐ６ 

http://www.irasutoya.com/2015/05/blog-post_787.html
http://3.bp.blogspot.com/-eyG-j5ANlOI/U57DAZpQBdI/AAAAAAAAhgA/XNw5q4vvuNo/s800/syussan_akachan.png


【お問い合わせ先】 

三木市健康増進課（三木市総合保健福祉センター内）  

三木市大塚 1-6-40     ☎0794－86－0900 

吉川支所健康福祉課（吉川健康福祉センター内） 

三木市吉川町大沢 412    ☎0794―72―2210 

 

注意事項 

 

・助成券は、母子健康手帳の交付時に発行します。 

・紛失や妊娠中の転入等のため助成券をお持ちでない方は、下記窓口へお問い合わせくだ

さい。 

・検査日に市外に転出されている場合は、助成を受けることは出来ません。 

・助成事業を利用して検査を受けられた場合、医療機関から市に検査結果報告書として検

査結果が提出されます。 

 

    

新生児聴覚検査とは？    

 

生後すぐに行う赤ちゃんの耳の聞こえの検査です。赤ちゃんが眠っている間に専用のイ

ヤホンをつけて検査し、精密検査が必要かどうか判定します。検査により赤ちゃんが不快 

に感じることはありません。 

生まれつき耳の聞こえ（聴覚）に問題をもつ赤ちゃんは 1,000人に 1～2人といわれて

おり、早期に発見して適切な治療や援助をしてあげることが、子どものことばや心の発達

のためにとても大切です。検査は、出産される産婦人科や助産院等の医療機関で受けるこ

とが出来ます。大切なお子さまのために、ぜひ検査を受けられるようお勧めします。 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（H29.6発行） 



【資料２】 - ①

期　間 金額：千円

構造躯体調査

・基礎（強度、鉄筋有り無し）

・柱、壁、筋かい、梁、小屋組、床

・劣化度

・竣工図面整合

・損傷度等

耐震診断（精密診断）

・耐震化図面作成

・耐震診断計算

・報告書作成

小　計 2.0月 3,500

補強計画

・耐震補強計算

・補強図作成

・報告書作成

評価取得（第三者委員会）

・評価手数料（兵庫県）

・評価取得資料作成

実施設計

・建築工事（耐震補強工事）

・電気設備工事

小　計 5.0月 3,000

合　計 7.0月 6,500

補正予定額 6,500

2.0月 1,250

上の丸保育所の耐震診断について

名　　　　　　称

1.5月 1,500

2.0月 650

0.5月 2,000

1.0月 1,100

　上の丸保育所の耐震化を求める会が、上の丸保育所を一般診断法
により耐震診断されています。
　市としては、より正確に補強の必要性の診断をするため、精密診
断法による耐震診断を行います。
　診断後、掘削しない補強工事が可能ならば、補強計画を立て、兵
庫県耐震診断改修計画評価委員会の評価を受けた上で、実施設計を
行います。
　まずは、構造躯体調査と精密診断を行って方針を決めます。
　精密診断法による診断の概要、期間、金額は下記のとおりです。
　予算については、現計予算で対応し、9月議会に補正予算案を提出
します。



【資料２】 - ②  

 

   市立三木幼稚園の４歳児の募集について  

 

１ 募集停止の延期について  

計画では、来年度の 4 歳児は、募集停止としていたが、

次の理由により、来年度も引き続き募集することとします。 

 

２ 理由  

  平成 30 年度の就園見込みにおいて、三木幼稚園に入園で

きないと予想される 4 歳児児童を、他の第１園区内の認定

こども園では、すべてを受入れることができないと予想さ

れるため。  

  平成 31 年度以降の取扱いについては、児童数の状況を勘

案し、別途検討する。  

 

３ 児童数の状況  

・認定こども園数 7 施設   

・申込数は、年齢ごとの就園率で算出した  

・就園率は 3 歳： 82.4% 4 歳： 96.2％  5 歳： 97.0% とした  

・１号申込は本年度の就園率より算出  3 歳： 15.9% 4 歳： 9.8% 

（ H30 の 4・5 歳、H31 の 5 歳は、H29 の 3、4 歳の実績をスライド）  

  

 

第１園区内  認定こども園の状況（保育所・幼稚園を除く）  単位：人  

年度  年齢  
第１園区全体  うち 1 号認定  

最 大 受 入  申込  差引  最 大 受 入  申込  差引  

H30 

H30.4.1 

見込  

3 251 222 29 31 35 -4 

4 277 287 -10 31 39 -8 

5 257 258 -1 32 25 7 

計  785 767 18 94 99 -5 

平成２９年７月２８日  

教育委員会７月定例会  

議 案 第 ６ 号 資 料 



      年度 

 施設名等 
Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ H３５ 

 別所認定こども園 

 緑が丘幼稚園 

 吉川保育所 
 よかわ幼稚園 

 三樹幼稚園   

 三木幼稚園  

 広野幼稚園 

 上の丸保育所 

 志染保育所 

 自由が丘幼稚園 
 緑が丘東幼稚園 

 小規模保育施設 

 在家庭保育支援 

 保育料  
 100％ 
 軽減 

０～２歳児 

３～５歳児 

公立で運営中 

 緑が丘認定こども園（市で整備し、Ｈ２９年度から民間で運営） 

平成３０年度から段階的に募集停止 

 《 統合 》よかわ認定こども園 
 （市で整備し、Ｈ３３年度までは公立で運営） 

平成２７年度から段階的に募集停止 

段階的に 
募集停止 

段階的に 
募集停止 

  平成３４年度から 
  民間で運営 

廃
園 

段階的に 
募集停止 

段階的に 
募集停止 

第１園区内において、５園を市で整備し、民間で運営 

預かり保育や乳幼児学級の充実、子育て支援グループへの支援をはじめ、公園遊具の整備 
（３年間で整備）などの支援を実施 

平成２９年度から完全無償化を実施 

廃
園 

廃
園 

廃
園 

廃
園 

廃
園 

廃
園 

廃
園 

※ 第1園区については、他園区からの就園状況などを勘案し、第1園区内の幼稚園について廃園時期を変更する場合がある。 

 見直し後におけるスケジュールは、次のとおりとなります。 

 今後のスケジュール 

平成３２年度からの完全無償化の実施をめざす 

変更前 

  変更後 

平成28年9月時点の幼保一体化計画 【資料２】- ③  



1 

 

三木市子ども・子育て支援事業計画進捗状況（平成２８年度）   

 

（１）１号認定  

３～５歳で保育の必要性がない認定区分（幼稚園、認定こども園）

です。  

【実施か所（平成２８年度）】  

幼稚園・認定こども園  

（特定教育・保育施設）  
19 か所  

 

【計画数値及び平成２８年度実績】 

 第１園区  第２園区  第３園区  計  

①  施設の受入計画人数  232 192 46 470 

②  施設の受入れ実績  203 174 26 403 

③  ②-① △29 △18 △20 △67 

 

（２）２号認定  

３～５歳で保育の必要性がある認定区分（保育所、認定こども園）

です。（４月１日時点２歳児を含まない。）  

【実施か所（平成２８年度）】  

認可保育所・認定こども園（特定教育・保育

施設）  
15 か所  

 

【計画数値及び平成２８年度実績】 

 第１園区  第２園区  第３園区  計  

① 施設の受入計画人数  595 493 119 1,207 

② 施設の受入れ実績  678 430 100 1,208 

③ ②-①  83 △63 △19 1 

１ 幼児期の教育・保育を受ける子どもの人数の見込みと受入

施設の確保の状況 

【資料３】  
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（３）３号認定  

０～２歳で保育の必要性がある認定区分（保育所、認定こども園、

地域型保育施設）です。  

（年度途中、２号認定へ変更した児童を含む。）  

【現在の実施状況（平成２８年度）】  

認可保育所・認定こども園・小規模保育所  

（特定教育・保育施設）  
16 か所  

 

【計画数値及び平成２８年度実績】 

①   ０歳  

 第１園区  第２園区  第３園区  計  

① 施設の受入計画人数  73 53 16 142 

② 施設の受入れ実績  85 46 20 151 

③ ②-①  12 △7 4 9 

 

②１～２歳  

第１園区  第１園区  第２園区  第３園区  計  

① 施設の受入計画人数  332 257 71 660 

② 施設の受入れ実績  306 195 50 551 

③ ②-①  △26 △62 △21 △109 

【実施状況】  

園区により状況は多少違っているが、１号認定及び２号認定つい

ては、就園児童数の計画内で推移している。３号認定については、

入所人数が計画を上回ってきているが、施設の受け入れは対応でき

ている。  
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２ 地域子ども・子育て支援事業の実施状況  

（１）利用者支援事業  

子育て支援コーディネーターを公共施設に配置し、教育・保育施設

や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を

行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施しています。  

【 計画数値及び平成２８年度実績  】  

 か所数  

①  計画数値  2 

②  実績  2 

③  ②-① 0 

【実施状況】  

平成２８年度は、就学前教育・保育課に子育て支援コーディネータ

ー１名を配置するとともに、総合保健福祉センターに子育て世代包括

支援センターを設置しています。  

 

（２）地域子育て支援拠点事業  

児童、保育者及び保護者等が相互の交流・研修を行う場所を提供す

るとともに教育・保育の専門員を配置し、子どもの人権、特別支援教

育など、子育てについての学習、相談、情報の提供、助言その他のサ

ポートを行なっていきます。  

【現在の実施か所（平成２８年度）】 

２か所  児童センター、吉川児童館  

 

【 計画数値及び平成２８年度実績  】  

 実施か所数  延べ利用人（延べ人数 /年）  

①  計画数値  2 26,650  

②  実績  2 37,845 

③   ②-①  0 11,195 

【実施状況】  

児童センター、吉川児童館の２か所で実施しています。  
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（３）妊婦健診  

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査とし

てかかった費用の 14 回分までを助成しています。  

【 計画数値及び平成２８年度実績  】  

  実人数 /年   実施回数 /年  

① 計画数値  771 6,091 

② 実績  770 6,140 

③ ②-①  △1 49 

  ※２か年に渡る場合があるため、（４）乳児全戸訪問事業の実人数より多く

なっている。  

【実施状況】  

母子健康手帳の交付とともに、すべての対象者に実施を行う体制を

継続し、母子共に安全安心な出産をめざします。  

 

（４）乳児全戸訪問事業  

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に

関する情報提供や養育環境等の把握を行い、支援が必要な家庭に対し

て適切な対応を行っています。  

【 計画数値及び平成２８年度実績  】  

  利用実人数 /年  

① 計画数値  473 

② 実績  431 

③ ②-①  △42 

【実施状況】  

  保健師・助産師など専門職による訪問体制を維持し、子育てに不慣

れな保護者の不安を和らげます。特に支援が必要と認められる状態の

早期発見につなげます。  
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（５）養育支援訪問事業  

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関

する指導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育を支援し

ています。  

【 計画数値及び平成２８年度実績  】  

 訪問者数   利用実人数 /年  

① 計画数値  13 16 

② 実績  13 13 

③ ②-①  0 △3 

 【実施状況】  

保健師、保育士、家事援助ホームヘルパー（三木市社会福祉協議会

等に委託）等が居宅を訪問し、育児や家事の援助や相談を行い、支援

していきます。  

 

（６）子育て短期支援事業（ショートステイ事業）  

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時

的に困難となった児童について、児童養護施設等で、一時的に養育、

保護しています。  

【実施か所（平成２８年度）】 

10 か所  乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設に委託  

 

【利用希望の見込みと実施状況】  

【  計画数値及び平成２８年度実績  】 

  延べ利用人数 /年  

① 計画数値  44 

② 実績  52 

③ ②-①  8 

  【実施状況】  

児童養護施設等の指定施設において、対象となる児童を一定期間養

育、保護しています。  
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（７）ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業）  

乳幼児や小学生等の児童の一時預かり等の援助を受けることを希望

する者と援助を行うことを希望する者とを会員として、相互援助活動

により子育ての支援を行っています。  

【実施か所（平成２８年度）】 

１か所  三木市社会福祉協議会へ委託して実施  

 

【 計画数値及び平成２８年度実績  】  

  延べ利用人数 /年  

①   計画数値  810 

② 実績  995 

④   ②-①  185 

 【実施状況】  

依頼会員（子育ての援助を受けたい人）、協力会員（子育ての援助

を行いたい人）、両方会員（依頼会員と協力会員の両方を兼ねる人）

の会員間で相互に援助を活動することで実施しています。  

 

（８）一時預かり事業  

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児につ

いて、保育所、認定こども園において、一時的に預かりを行います。  

 

【実施か所（平成２８年度）】 

７か所  認定こども園 7 か所  

 

【計画数値及び平成２８年度実績】 

○認定こども園における在園児を対象とした一時預かり  

 実施か所数  延べ利用人数 /年  

①  計画数値  12 228 

 うち１号認定による一時預かり  12 228 

 うち２号認定による一時預かり    

② 実績  8 733 

③ ②-①     △4 505 
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 【実施状況】  

平成 28 年度の利用は幼保連携型認定こども園 7 か所で利用がありま

したが、平成 28 年度以降、事業対応の保育士の設置ができれば、幼保

連携型認定こども園 12 か所で対応は可能になっています。  

 

○認定こども園在園児以外の一時預かり（緊急一時）  

 実施か所数  延べ利用人数 /年  

① 計画数値      12 3,601 

② 実績  8 377 

③ ②-①     △4 △3,224 

 【実施状況】  

平成 28 年度の利用は幼保連携型認定こども園 8 か所で利用がありま

したが、平成 28 年度以降、事業対応の保育士の設置ができれば、民間

幼保連携型認定こども園 11 か所で対応は可能になっています。  

 

（９）延長保育事業  

保育認定を受けた子どもについて、利用時間以外の時間において、

認定こども園、保育所等において保育を実施します。  

 

【実施か所（平成２８年度）】  

14 か所  保育所、幼保連携型認定こども園で実施  

 

【 計画数値及び実施状況  】 

  実利用人数 /年  

① 計画数値  392 

② 実績  769 

③ ②-①  377 

【実施状況】  

平成 28 年度は保育所 3 か所、幼保連携型認定こども園 11 か所、平

成 29 年度以降は保育所 2 か所、幼保連携型認定こども園 14 か所で対

応していきます。  
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（ 10）病児・病後児保育事業  

病児中及び病気回復期のために、家庭や集団で保育できない児童を

対象に、一時預かりを行います。  

 

【実施か所（平成２８年度）】 

１か所  医療機関型で実施  

 

【 計画数値及び平成２８年度実績  】  

 実施か所  定員  延べ利用人数 /年  

① 計画数値  1 4 421 

② 実績  1 4 537 

③ ②-①  0 0 116 

【実施状況】  

小児科医師に委託し、病児対応型の施設で対応します。  

 

（ 11）放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）  

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童

に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切

な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業です。  

【実施か所（平成２８年度）】 

13 か所  
市内の小学校区を対象に、13 事業所で児童に遊

びや生活の場を提供する事業を実施している。  

 

【計画数値及び平成２８年度実施状況】  

 
低学年１～３年生  

（実人数 /年）  

高学年  ４～６年生  

（実人数 /年） 

① 計画数値  425 115 

② 実績  513 87 

③ ②-①  88 △28 

【実施状況】  

  全ての小学校区での受け入れを行いました。また、高学年（４～６

年生）の児童についても、全ての希望者について受け入れています。  
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みきっ子未来応援協議会  部会について  

 

（１）部会とは  

  みきっ子未来応援協議会条例第６条の規定に基づき、みき

っ子未来応援協議会条例施行規則第３条で４部会を定める。 

・就学前教育・保育部会  

・子育て環境部会  

・家庭・地域・学校教育部会  

・要保護児童部会  

 

（２）部会審議の進め方  

・部会で審議の必要な事項がある場合に開催する。  

・審議事項については、みきっ子未来応援協議会または所管

課のいずれかが提案する。  

 

（３）部会の主な担当項目及び議題  

 

部会名 就学前教育・保育部会  

所管事項 保育園と幼稚園の一体化に関すること  

所管課 就学前教育・保育課  

担当事項 ○幼保一体化に関すること  

○就学前教育・保育の質の確保と充実に関す

ること 

○認定こども園、保育所（園）、幼稚園の円滑

な利用確保  

議題（案） ・幼保一体化計画の定期的な状況確認につい   

 て（必要に応じて見直し実施）  

・ 

・ 

・ 

 

 

 

 

 

 

【資料４】  
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部会名 子育て環境部会  

所管事項 次の世代を担う親づくり  

安心して子どもを生み育てやすい環境づくり  

所管課 

(◎幹事課） 

◎子育て支援課、就学前教育・保育課  

健康増進課、障害福祉課、医療保険課  

人権推進課、商工観光課  

担当事項 ○地域子ども・子育て支援事業の実施  

○ひとり親家庭の自立支援の推進  

○障がいのある子どもとその家庭への支援  

○「仕事と生活の調和」の実現に向けた取組

の推進 

議題（案） ・平成２８年度第３回協議会（全体会）で委

員提案のあった「子育て支援Ｑ＆Ａ（ホー

ムページ掲載用）」の内容と掲載レイアウト

の検討。 

・ 

・ 

・ 

 

 

部会名 家庭・地域・学校教育部会  

所管事項 家庭、地域、学校が一体となった人づくりに

関すること  

所管課 

(◎幹事課） 

◎学校教育課、教育センター、市民協働課、

人権推進課（子どもいじめ防止センター）  

担当事項 ○子どもを犯罪等の被害から守るための活動

の推進 

○地域、家庭の教育力の向上  

議題（案） ・青少年の健全育成に係る取組状況  

・生活習慣や学習習慣の定着に向けた取組に  

 ついて 

・ 

・ 

・ 
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部会名 要保護児童部会（非公開）  

所管事項 要保護児童及び児童虐待防止に関すること  

（児童福祉法第２５条の２第２項に規定）  

所管課 

(◎幹事課） 

◎子育て支援課、学校教育課  

福祉課、健康増進課  、人権推進課、就学前

教育・保育課  

担当事項 ○児童虐待の防止  

議題（案） ・三木市の要保護児童の現状  

・実務者会議及び個別ケース検討会議等での

取組状況 

 

 

 

 


